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九州厚生局健康福祉部地域包括ケア推進課

令和５年度第３回九州厚生局地域共生セミナー

九州厚生局における移動支援について



いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特
性に応じて作り上げていくことが必要。
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地域共生社会の実現に向けて

「必要な支援を包括的に提供する」ことが必要であるのは、高齢者だけではない。

障害者、生活困窮者、子ども等に対する「多世代対応型」の地域包括ケアシステムが必要。

→   地域のニーズを踏まえながら、不足するサービスを整備することが必要。
→   サービス提供主体の連携の下に、複合課題（高齢の親と無職独身の50代の子どもが同居している世帯、介護と

育児に同時に直面している世帯等）や制度の狭間（ごみ屋敷、障害はあるが手帳申請をしない等）への対応も必要。

高齢者

障害者

生活困窮者

子ども

都市部など、それぞれの専門的なサービスを整備することが可能な地域

それぞれの専門的なサービスを整備することが難しい地域

→   制度・分野ごとの縦割りを超えて、地域の多様な主体がつながりながら、地域を共に創ることが必要。
→   同時に、地域の課題の解決（各種産業での人手不足の解消、地場産業の育成、資源の保全、ｺﾐｭﾆﾃｨの形成

等）にもつなげることができないか。

いずれの地域においても必要なことは、
○ 地域の多様な主体が「我が事」として参画すること。
○ 地域の人・資源が、分野・世代を超えて「丸ごと」つながること。

このような社会が「地域共生社会」であり、その実現に向けた取組は、「まちづくり」の取組であり、
「地域力の強化」のための取組である。
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すべての人の生活の基盤としての地域

すべての社会・経済活動の基盤としての地域

交通産業農林 環境

支え・支えられる関係の循環
～誰もが役割と生きがいを持つ社会の醸成～

◇社会経済の担い手輩出
◇地域資源の有効活用、
雇用創出等による経済
価値の創出

地域における人と資源の循環
～地域社会の持続的発展の実現～

◆制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主
体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住
民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会

◇居場所づくり
◇社会とのつながり
◇多様性を尊重し包摂
する地域文化

◇生きがいづくり
◇安心感ある暮らし
◇健康づくり、介護予防
◇ワークライフバランス

◇就労や社会参加の場
や機会の提供

◇多様な主体による、
暮らしへの支援への参画

地域共生社会とは
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（１）居住支援（国土交通省九州地方整備局との連携）

九州地方整備局と共同で、市町村の福祉分野と住宅分野の職員と共に各分野が持つ資源や情報力の有効活用
を検討し、市町村における実効性のある具体的な連携政策を創ることへの支援を行う。

（２）移動支援（国土交通省九州運輸局との連携）

各県を通じて、移動手段の確保に課題を抱えている事業者（高齢者や生活困窮者の通いの場、障害者の就労
継続支援事業所などの実施主体）を把握し、九州運輸局と連携し、当該地域の交通事業者に協力の可能性等の
検討の要請や両省の関連施策等を活用した支援策の検討を行う。

（３）農福連携支援（農林水産省九州農政局との連携）

福祉関係事業者（農業への取組を検討している障害者就労継続支援事業所等、生活困窮者支援事業所や高齢
者の生きがいづくり事業を実施している団体などの実施主体）から、九州農政局と共同でヒアリングを行い、
実施可能性やその方法を検討し、地域のJA等に対して協力できる農家等の調査を依頼するとともに、両省の関
連施策等を活用した支援策の検討を行う。

※ 農林水産省では、平成29年度から、農山漁村振興交付金に農福連携対策が創設されており、これまで管内９団体を支援。

また、厚生労働省では、平成28年度から、「農福連携による就農促進プロジェクト」に係る都道府県に対する補助金が創設
されており、これまで管内全県を支援。

（４）ICT利活用支援（総務省九州総合通信局、経済産業省九州経済産業局との連携）

福祉関係事業者や医療関係事業者等から、ICTの導入検討や課題についてヒアリング等により把握し、九州
総合通信局や九州経済産業局にその内容等を伝達し、各省の関連施策等を活用した支援策の検討を行う。

○ 自治体や福祉関係事業者等が抱えている課題などをヒアリング等により把握し、他省庁（国土交

通省、農林水産省、総務省、経済産業省）の地方支分部局と連携し情報共有等を行うとともに、厚

生労働省及び他省庁の関連施策等を活用した支援策の検討などを行う。

他省庁と連携した取組の推進
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出典：令和５年度 全国厚生労働関係部局長会議資料（老健局）
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出典：令和５年度 全国厚生労働関係部局長会議資料（老健局）
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出典：令和５年度 全国厚生労働関係部局長会議資料（老健局）



○アドバイザー派遣概要（流れ）

①

②

③

④

⑦

⑤

⑥

○ 令和元年度より、九州・沖縄管内の地域包括ケア深化推進及び地域共生社会実現に向けた支援を
希望する市町村・県・社会福祉協議会等（以下、「市町村等」という。）に対して、課題に即した
アドバイザーの派遣を実施。

○アドバイス項目

（1）介護予防・日常生活支援事業

（2）一般介護予防事業

（3）地域ケア会議

（4）在宅医療・介護連携推進事業

（5）認知症総合支援事業

（6）権利擁護（成年後見・介護相談員等）

（7）生活支援体制整備事業

（8）地域共生社会関係

（9）その他

○アドバイザー登録者数

１５人（令和６年２月現在）

○申請方法

九州厚生局ホームページでご確認ください。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/caresystem/ad
viser_00001.html

市
町
村
等

ア
ド
バ
イ
ザ
｜

九
州
厚
生
局

申込

依頼

報告

アドバイス依頼

決定

承諾

助言等
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九州厚生局地域包括ケアシステム等アドバイザー（一覧）
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九州厚生局地域包括ケアシステムアドバイザー派遣（実績）

○ 令和元年度より九州・沖縄管内の地域包括ケア深化推進及び地域共生社会実現に向けた支援を希

望する市町村等に対して、それぞれの市町村等の課題に即したアドバイザ－の派遣を実施。

○ 令和６年３月現在、アドバイザー実登録１５名、これまでアドバイザーを派遣した実績は１９件。

派遣月 派遣先 イベント名 派遣アドバイザー

R５年７月
宮崎県医療ソー
シャルワーカー

協会
令和 5 年度 老健支援相談員のための研修会

「認知症総合支援事業」アドバイザー
猿渡進平氏（医療法人静光園白川病院地域医療連携
室長）

R５年７月
医療法人社団
豊永会 飯塚記

念病院

令和５年度 福岡県認知症医療センター認知症
啓発研修会

「認知症総合支援事業」アドバイザー
猿渡進平氏（医療法人静光園白川病院地域医療連携
室長）

R５年８月
宇城市地域包括
支援センター

令和５年度 宇城市の認知症を支えるための医
療と介護がつながる研修会

「認知症総合支援事業」アドバイザー
猿渡進平氏（医療法人静光園白川病院地域医療連携
室長）

R５年12月
沖縄認知症見守
りコンソーシア

ム
認知症地域づくりシンポジウム

「認知症総合支援事業」アドバイザー
猿渡進平氏（医療法人静光園白川病院地域医療連携
室長）

R６年２月 宮崎県
令和５年度第２回宮崎県生活支援コーディ
ネーター交流研修会

「生活支援体制整備事業」アドバイザー
宮田太一郎氏（社会医療法人関愛会法人本部 地域福

祉推進室長）

R６年２月 大分県 令和５年度生活支援コーディネーター連絡会
「生活支援体制整備事業」アドバイザー
宮田太一郎氏（社会医療法人関愛会法人本部 地域福

祉推進室長）
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福岡県中間市 買い物支援「青空市場」

人 口 ４０，１3５人

高 齢 化 率 ３８．３4％

認 定 率 ２１．７％

日 常 生 活 圏 域 数 ６圏域

【自治体概要（令和４年４月末時点）】

【取組経緯等】
○ 中間市では、さまざまな団体や市民で構成される校区まちづくり協議会を市内の６小学校区に１ヵ所ずつ整備し、防災、防犯、孤独死防止など
の地域課題の解決に向けて地域住民が主体的に取り組んでいる。

○ 行政は協力団体として校区まちづくり協議会の取り組みを支援しているが、地域課題は複雑に入り組んでいるため、役所内で各部署が連携しな
ければ地域のニーズに応えることができない。地域づくりを進める上で、障害となっている行政のいわゆる「縦割り」について、「わたしたち、
たてわりやめました」をスローガンに、組織間の壁をなくし、本当の意味での「庁内連携」の実現を目指している。

○ 生活支援体制整備事業の買い物支援「青空市場」は、坂道が多く商店もない地区で買い物に困っている人たちを支えるため、老人クラブや自治
会、民間企業、中間市が協働し、令和２年１１月から移動販売として、まず１つの地区で開始。その後、大型商業施設の閉店の影響や独居高齢者
が自転車で買い物に行く途中に転倒する事故が発生したことなどを受け、３地区に販売地区を拡大して開催。令和４年度中には、新たに３地区を
加え、６地区での開催を予定。

【取組の内容】
○ 月に１度、各地区３０分程度で「青空市場」を開催。野菜、魚類、大豆製品、菓子、惣菜等
移動販売が可能な複数の事業所が出店し販売している。

○ 主催は老人クラブや自治会等の住民主体で、開催日時の決定や開催案内などを行い、生活支
援コーディネーターは販売業者との調整を行っている。

○ 青空市場ののぼりやＢＧＭ用のスピーカー、商品陳列用のテーブル等の準備。また、どこで
何を売っているか分かりやすくするために看板を手作りする等の工夫を行っている。

【今後の展望等】
現在、市内からの出店は２店であり、残りの２店は市外の事業所である。出店事業所の決定権は地域にあるが、市内の事業所で協力可能な企業が

あれば調整を図り、地域と繋げてく。また、市内では買い物支援が必要とされる高齢者が増加しているのに反し、配達等の細かいニーズに応じる小
売店が減少しているため、この課題を深刻化させないためにも地域と協働して支援を継続、拡大させていく。

【概要、ポイント】
中間市は、高齢化率３８％を超え、福岡県内でも高齢者の割合が高い自治体である。『支えあい共に住

み続けるまちづくり』を基本理念に掲げ、地域包括ケアシステムの深化、費用負担の公平性と社会全体で
支える基盤整備を進め、介護不安を解消し、誰もが安心して生活できる地域共生社会の実現を目指してい
る。
生活支援体制整備事業では、市内に第１層協議体を１つ、第２層協議体（校区まちづくり協議会福祉

部）6つが設置され、第１層生活支援コーディネーター、第２層地域支え合い推進員が調整役となり住民主
体の活動を支援しながら、誰もが高齢になっても、住み慣れた地域で元気に暮らし続けられるよう、「向
こう三軒両隣」の復活を目標に掲げ、高齢者の社会参加や介護予防の促進を行っている。

【取組の効果】
○ 自分で見て選んで買い物ができる。
○ 活動量が増加し筋力低下を予防でき
る。

○ 互いに見守る安否確認の場になる。
○ 買い物支援だけでなく地域コミュニ
ティの場になっている。
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福岡県うきは市 生活支援体制整備事業

人 口 28,359 人

高 齢 化 率 35.4 ％

認 定 率 15.76 ％

日常生活圏域数 11 圏域

【自治体概要（R4.4.1時点）】

【取組経緯等】
市のまちづくり事業として、平成２６年度に地区公民館を継承・発展する形で旧小学校区ごとに１１の「地区自治協議会」が設置された。少

子高齢化が進み、地域の実情・課題について住民自ら考え話し合う場が必要となる中、平成２７年度に生活支援体制整備事業を開始し、第１層
ＳＣを社協へ委託。第２層については、地域性の違いから中学校区単位での実施は難しいと判断され、既に立ち上がっていた地区自治協議会の
実施するまちづくりと協議の場の目指すべき姿が共通していたため、地区自治協議会単位で実施することとなった。第２層協議の場立ち上げに
向けた地区自治協議会ごとの勉強会では、第１層ＳＣと市が緊密に連携し支援を行い、最終回ではレーダーチャートを用いた地域課題の可視化
により協議の場でのテーマ設定を行っている。第２層ＳＣは、市から委託を受けた地区自治協議会が住民に委嘱する形をとっている。

【具体的取組の内容】
○移動販売との連携

地域の共通の課題である「買い物に困っている」という声を市内３社が
実施する移動販売と繋げ解決していくためには、第２層圏域を越えた地
域の協力が必要であった。そのため、「移動販売」をテーマに第１層協
議の場を開催。協議の場に向けた準備段階で把握した「台風等により移
動販売を実施できない際の利用者への連絡手段」「事業者同
士の情報共有の場」等の課題の解決を図るために、市
と３社の間で包括連携協定を締結。
これにより、防災無線や市のＬＩＮＥアカウントを

活用した悪天候等による休業時の利用者への連絡、３
社の情報共有の場の設定のみならず、利用者の見守り
やケアマネジャー等との情報共有・連携が可能となっ
た。

○今後の展望等
コロナ禍により、地域の居場所活動の中止や遠方の家族が帰省できないことで、高齢者の孤立化が進んでいることを第１層協議の場で共有したと

ころ、携帯キャリアショップを運営する地元企業からの申し出により、高齢者向けスマホ教室の企画が立ち上がった。さらに、高齢者や介護予防の
分野の枠を超え、情報格差解消による商工振興、防災、地域活動、生涯学習への展開を見据え庁内連携会議を実施。
連携会議の参加者：市長公室、総務課、市民生活課、市民協働推進課、生涯学習課、うきはブランド推進課、保健課、第１層ＳＣ

概要、ポイント
市内１１の旧小学校区単位で第２層協議の場（協議体）づくりを目指し、これまで第１層ＳＣ（社協）と市

職員が地区ごとに勉強会を繰り返し実施しており、地域包括ケアシステムへの理解、参加者全員で考え・話し
合う土台、地域課題等への共通認識の醸成を図っている。この地道な活動が本事業を進める要となっている。
現在、１１地区中８地区で勉強会を実施し、うち７地区で協議の場が設置されている（R4.5時点）。 第１層
ＳＣは市職員と緊密に連携し、勉強会の開催等第２層の支援にあたる。また、第１層協議の場では、第２層か
らの活動紹介、課題提起を受け、地域ケア会議等に対し政策提案を行う。
協議の場では、住民のみならず地域に関わる関係者全員で地域のことを考える場としており、地域課題の解

決に向けて活発な意見交換が行われている。
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（イメージ図）

※写真：うきは市提供
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かんころの家の農産物直売所。地元住民が
つくった新鮮な農産物等を、地元に供給する
ことで、高齢者の生きがいや地産地消に繋げ
ている。
・登録者：128名（町内外含む）
・登録品数：約100点
・売上金額：月平均6万円（10％は運営費）

かんころの会は、平成30年3月に設立された「かんころの家」を拠点に活動する第2層協議体。
第2層生活支援コーディネーターを中心に、各地区の区長や民生委員等、合計27名で構成。平成30
年に町内の全世帯へ「生活支援事業に係るアンケート」を実施（回収率：92％）し、高齢者の
ニーズを把握。アンケート結果等で把握した課題について具体的な方策を協議体で検討し、ニーズ
に沿った様々な取組を展開。
厚生労働省が主催する「通いの場全国フェスティバル」において、「新しい通いの場アイディア

＆実践コンテスト部門」で優秀賞を受賞。

年月 令和5年1月

町内の人口 1,582人

高齢者人口 656人

高齢化率 41.46％

かんころ市場

佐賀県武雄市 西川登町 支え合いかんころの会

廃校となった校舎を活用したコミュニティ施設で、通いの場
を運営。毎週2回、毎回20名程度が送迎サービスにより集まり、
自由な時間を過ごしている（体操、おしゃべり、カラオケ等）。
また、高齢者が得意な干し柿作り等を通じて、認知症予防に

も取り組んでいる。
※「かんころの家」の由来：校舎建設費の大部分をかんころ（さつまいも
や大根の切干）産業の収益で賄われたことにちなんでいる。

町内を巡回し、利用者を「かんころの家」に送迎。
依頼があれば市役所や郵便局等へも送迎。
・利用登録者：約50名
・実施日：週2回（１回当たり20名程度）
・利用料：バス利用料 往復100円＋施設利用料100円
・運転手：ボランティア（約20名）

かんころの家

元民生委員が運営する移動スー
パーを誘致し、かんころの家を含め
移動販売を実施。肉や魚等の生鮮食
品も販売。
業者と地区社会福祉協議会が見守

り協定を締結し、見守り活動も実施。

移動スーパー

助け合い かんころ号 送迎サービス
（自家用有償旅客運送）

主な取組内容
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ご清聴ありがとうございました

検索地域共生社会

クリック

厚生労働省HP 「地域共生社会」 や 「地域共生社会のポータルサイト」 もぜひご覧ください

九州厚生局健康福祉部地域包括ケア推進課
ＴＥＬ ０９２－４３２－６７８４
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